
 議案第２９号 

 

   土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の変更について   

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、土

浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約（平成２３年市町村指令第５

号）の一部を変更することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議

決を求める。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の一部を改正    

   する規約 

 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約（平成２３年市町村指令

第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中「、神立駅自由通路整備事業、神立駅舎橋上化整備事業及び神立駅

東口歩行者専用道路整備事業」を削る。 

 第１６条の表を次のように改める。 

経費の内容 負担割合 

神立駅西口地区土地区画整理事業に

関する土地造成工事費、調査費、測

量費及びこれらに附帯する経費 

関係市のそれぞれの市域に属する事

業地の面積比に相当する割合 
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神立駅西口地区土地区画整理事業に

関する補償費及び減価補償金 

関係市のそれぞれの市域に属する事

業地内の物件に係る補償物件相当額

及び減価補償金相当額 

関係市から派遣された職員の人件費 関係市がそれぞれ派遣した職員の人

件費相当額 

前記以外の経費 土浦市      １００分の５０ 

かすみがうら市  １００分の５０ 

   附 則 

 この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。 

 

土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約 新旧対照表 

変更前 変更後 

 (組合の共同処理する事務)  (組合の共同処理する事務) 

第 3 条 組合は、土地区画整理法(昭和 29

年法律第 119号)第 3条第 4項の規定によ

り施行する神立駅西口地区土地区画整理

事業、神立駅自由通路整備事業、神立駅

舎橋上化整備事業及び神立駅東口歩行者

専用道路整備事業に関する事務を共同処

理する。 

第 3 条 組合は、土地区画整理法(昭和 29

年法律第 119号)第 3条第 4項の規定によ

り施行する神立駅西口地区土地区画整理

事業に関する事務を共同処理する。 

 (負担金)  (負担金) 

第 16条 前条の負担金は、次表に定めると

ころによる。ただし、特別な理由があると

きは、関係市の長の協議により別に定める

ことができるものとする。 

第 16条 前条の負担金は、次表に定めると

ころによる。ただし、特別な理由があると

きは、関係市の長の協議により別に定める

ことができるものとする。 

経費の内容 負担割合 

神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る土地造成工事費、調

査費、測量費及びこれ

らに附帯する経費 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地の面積比に相

当する割合 

経費の内容 負担割合 

神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る土地造成工事費、調

査費、測量費及びこれ

らに附帯する経費 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地の面積比に相

当する割合 
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神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る補償費及び減価補

償金 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地内の物件に係

る補償物件相当額

及び減価補償金相

当額 

神立駅自由通路整備

事業に関する整備費

及びこれらに附帯す

る経費 

土浦市 

 100分の 70 

かすみがうら市 

 100分の 30 

神立駅舎橋上化整備

事業に関する整備費

及びこれらに附帯す

る経費 

土浦市 

 100分の 70 

かすみがうら市 

 100分の 30 

神立駅東口歩行者専

用道路整備事業に関

する整備費及びこれ

らに附帯する経費 

土浦市 

 100分の 85 

かすみがうら市 

 100分の 15 

関係市から派遣され

た職員の人件費 

関係市がそれぞれ

派遣した職員の人

件費相当額 

前記以外の経費 土浦市 

 100分の 50 

かすみがうら市 

 100分の 50 
 

神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る補償費及び減価補

償金 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地内の物件に係

る補償物件相当額

及び減価補償金相

当額 

関係市から派遣され

た職員の人件費 

関係市がそれぞれ

派遣した職員の人

件費相当額 

前記以外の経費 土浦 

 100分の 50 

かすみがうら市 

 100分の 50 
 

    附 則 

  この規約は、県知事の許可のあった日か

ら施行する。 
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